
地域づくり県土警察常任委員会資料 
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■ 令和５年度鳥取県水防訓練の実施について 

【河川課】・・・・・・４ページ 

 

■ 鳥取県営境港水産物地方卸売市場及び境漁港の指定管理者審査要項（案）の概要に 

ついて 
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一般国道 313 号車両衝突事故損害賠償請求訴訟（令和４年（ワ）第 21 号） 

に係る判決について 

令和５年５月 19 日 

道 路 企 画 課 

 

 標記裁判の判決が５月 15 日にありましたので、その内容等について次のとおり報告し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

１ 訴訟の概要 

（１）原告 岡山県真庭市蒜山下長田 1751 番地 小谷 朱美ほか２名  

            訴訟代理人 弁護士  佐野 泰弘 

（２）被告 鳥取県（代表者 鳥取県知事） 

（３）請求の趣旨 

被告は原告に対し、小谷一二治の死亡慰謝料 3,000 万円及び弁護士費用 300 万円並

びにこれらに対する平成 31 年２月 12 日から支払済みまで年５分の割合による金員を

支払え。 

訴訟費用は被告の負担とする。 

（４）請求の原因 
  ① 事実経過等 
   ア 平成 31 年２月 12 日 午前７時 42 分 

一般国道 313 号において、原告の夫の運転する軽トラックと４トントラックに

よる正面衝突事故が発生し、原告の夫が死亡。 

イ 令和元年９月 11 日 

     倉吉市内の弁護士から、平成 31 年２月１日から同月 12 日までの間の同路線に

おける除雪、凍結防止剤散布及び道路パトロールの実施状況等について公文書開

示請求。 

  ② 原告の主張概要 

    事故原因が路面凍結によるとの主張であり、道路への凍結防止剤の散布、パトロ

ール及び通行規制等の措置を怠ったことによる、本件道路の設置又は管理に瑕疵が

あったとして、国家賠償法第２条第１項により死亡慰謝料等の支払を求めるもの。 

（５）経緯 

・平成 31 年２月 12 日 事故発生 

・令和元年９月 11 日 倉吉市内弁護士から同路線における除雪、凍結防止散布及び 

道路パトロールの実施状況等の開示請求 

・令和４年２月 10 日 訴訟提起(令和４年（ワ）第 21 号) 

・令和５年５月 15 日 終結⇒５月 15 日（13：10）判決言い渡し 

 

２ 今後の見込み 

今回の判決を受け、原告側が控訴するかは不明。 

 

＜判決：鳥取地方裁判所＞ 

   【勝訴】 

   主文 

  １ 原告の請求を棄却する。 

  ２ 訴訟費用は原告の負担とする。 
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令和５年GW期間中における鳥取砂丘周辺道路の渋滞状況について 

令和５年５月 19 日 

道 路 企 画 課 
例年、鳥取市周辺渋滞対策検討協議会※でゴールデンウィーク期間中における鳥取砂丘周辺の渋滞対策に取り組ん

でおり、今年度の観光入込客数と周辺道路の交通混雑状況を報告します。 

※鳥取市周辺渋滞対策検討協議会･･･中国地方整備局鳥取河川国道事務所、鳥取県、鳥取市、鳥取県警で構成 
 

○ゴールデンウィーク期間中（4/29～5/7 の 9 日間）の鳥取砂丘周辺の観光入込客数は約 15.6 万人で令和４
年度（4/29～5/7の9日間）の約12.6万人に対して大幅に増加しました（約1.2倍）。 

○入込客は５月４日（木・祝）にピーク（35,798人/日）となり、同日午後１時頃には県道湯山鳥取線で最
大1.5km程度(砂丘入口交差点から砂丘トンネル先まで)の渋滞が発生しましたが、渋滞長が国道９号まで
及ぶことはありませんでした。なお、５月３日と５日にも多少の渋滞が発生しましたが短時間で解消しま
した。 

○イベント主催者が臨時駐車場を開設しシャトルバスを運行するなどの渋滞対策を行ったほか、円滑な交通
誘導及びTwitter・HPによる情報提供が奏功し、渋滞抑制に繋がったと考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【臨時駐車場・臨時シャトルバス】 
  オアシス広場臨時駐車場（約800台）の開設及び有料臨時バス運行（5/3～5/6）【市】 
  岩戸臨時駐車場（約200台）の開設及び無料臨時バス運行（5/4）【市】 

【交通誘導】 
  砂丘及び駐車場周辺における交通誘導員の配置（5/3～5/6）【県・市】 
  こどもの国～浜坂地区を結ぶ市道を対象に一般車両の通行規制を実施（5/4～5/5）【警察】 

【案内看板・チラシ】 
  国道、県道に混雑箇所の迂回を誘導する現地誘導看板を設置（4/28～5/7）【県・国交省】 
  混雑箇所の迂回を誘導する道路情報チラシ（約1,400部）を周辺の道の駅等で配布【県】 

【情報発信】 
  混雑状況を配信する臨時ライブカメラを設置し、鳥取砂丘周辺渋滞情報及び駐車場満空情報をホームペー
ジやツイッターで配信（5/3～5/6）【県】 

＜砂丘周辺の最大渋滞長（５月４日午後１時頃）＞ 

＜砂丘周辺施設の入込客数（4/29～5/7）＞（鳥取市集計） 

日付（曜日） 人 対前年比 日付（曜日） 人 日付（曜日） 人

4/29（土） 8,371 2.74 4/29(金祝) 3,052 4/29（土） 12,832

4/30（日） 12,247 0.74 4/30(土) 16,512 4/30（日） 12,467

5/1（月） 10,830 0.83 5/1(日) 13,032 5/1（月） 6,440

5/2（火） 12,034 1.06 5/2(月) 11,404 5/2（火） 9,312

5/3（水祝） 29,650 1.15 5/3(火祝) 25,754 5/3（水祝） 25,857

5/4（木祝） 35,798 1.28 5/4(水祝) 27,873 5/4（木祝） 38,585

5/5（金祝） 32,688 1.98 5/5(木祝) 16,517 5/5（金祝） 33,973

5/６（土） 11,225 1.84 5/6(金) 6,088 5/６（土） 12,989

５/７（日） 2,941 0.49 5/7(土) 6,000 ５/７（日） 9,781

合計 155,784 1.23 合計 126,232 合計 162,236

R５入込客数 （参考）R４入込客数
（参考）H29入込客数

※R5と同じ曜日構成

※鳥取砂丘、砂丘リフト、砂の美術館、こどもの国、フィールドハウスの入込客数の集計値です。 

＜渋滞対策の概要＞ 

 <砂丘東エリア駐車場台数>

名　　称 駐車台数

鳥取砂丘駐車場

砂丘民間駐車場
砂美展望駐車場
弁天宮駐車場

オアシス広場 800台

岩戸（オアシス広場満車時のみ） 200台

合   計 2,045台

 <砂丘西エリア駐車場台数>

名　　称 駐車台数

市営浜坂駐車場

こどもの国駐車場（園内外）
フィールドハウス

旧砂丘パレス 100台

こどもの国キャンプ場 100台
中国運輸局駐車場 300台
中央病院駐車場 400台

合   計 1,420台

臨
時

常
設

臨
時

1,045台

常
設

520台

※鳥取市より記者発表が行われた 13.2 万人は砂丘東側（鳥取砂丘、砂丘リフト、砂の美術館）のみの集計（速報値）であり、本資料の集計値と異なります。 

-3-



令和５年度鳥取県水防訓練の実施について 
 

令和５年５月 19 日 

河 川 課 

 

出水期を前に、河川における洪水を想定した標記訓練を４年ぶりに実地開催することとなりま

したので、開催概要について次のとおり報告します。 

 

１ 目  的 

出水期に備えて、河川における洪水を想定し、市町村（水防管理団体）を始めとする関係機

関及び地域住民等の参加のもと、水防に係る各種訓練を実施し、関係機関の意識高揚を図り、

県民への意識啓発などを進める。 
 
２ 開催日時 

  令和５年５月 28 日（日） 

午前９時～正午（小雨決行） 
 
３ 場  所 

  天神川左岸河川敷（倉吉市東巌城町
ひがしいわきちょう

） 

 
４ 日  程 

（１）開会（午前９時） 

・水防本部長（知事）挨拶 

・来賓挨拶 

（２）訓練（午前９時 20 分～11 時 50 分） 

・水防工法訓練、避難訓練、人命救助訓練、 

情報伝達訓練等 

（３）閉会（午前 11時 55 分） 

・講評（県土整備部長） 

 

５ 主  催  鳥 取 県 

 
６ 参加団体（予定） 

鳥取県警察本部、倉吉警察署、中国管区警察局鳥取県情報通信部、陸上自衛隊第８普通科連

隊、日本赤十字社鳥取県支部、国土交通省倉吉河川国道事務所、鳥取県中部ふるさと広域連

合消防局、倉吉市消防団、三朝町消防団、湯梨浜町消防団、琴浦町消防団、北栄町消防団、

東鴨新町自治公民館、老人福祉施設セラトピア、鳥取県中部建設業協会、鳥取大学地域安全

工学センター、倉吉市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町、中部総合事務所、消防防災航

空センター、鳥取県水防本部 

 

７ そ の 他 

 令和元年度に鳥取市・千代川河川敷で開催して以来、４年ぶりの実地開催となる。 
 

【水防訓練会場位置図】 

水防訓練開催場所 

天神川左岸河川敷 
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鳥取県営境港水産物地方卸売市場及び境漁港の指定管理者審査要項（案）の概要について 

 

                                      令和５年５月19日 

                                                            境港水産事務所・空港港湾課 

 

 令和６年度から鳥取県営境港水産物地方卸売市場（以下「境港市場」という。）及び境漁港の管理運営

を行う指定管理者について、次のとおり審査することを報告します。なお、審査要項は、鳥取県農林水産

部指定管理候補者審査委員会での審査を踏まえて決定します。 

 

１ 指名団体とその理由 

  境港水産物市場管理株式会社 

  （指名理由） 

本会社は境港市場の卸売業者である境港魚市場株式会社、鳥取県漁業協同組合、漁業協同組合Ｊ

Ｆしまねの共同出資により設立され、平成21年度より本市場・漁港の施設管理等の指定管理を受託

しており、関係者との信頼関係が構築されていることに加え、施設設備の保守・管理に細やかな気

配りを行う等誠実に管理されている。 

 

２ 指定管理者が行う業務 

（１）指定管理者が行う業務の内容 

    ア 施設設備の維持管理に関する業務 

  イ 施設の利用許可、施設利用料の徴収等に関する業務 

  ウ その他施設の管理運営に必要な業務 

・清掃業務について、民間の創意工夫による効率化を目的として、性能発注を行うこととした。 

（２）管理の基準（基本的事項） 

  ア 開場時間、休場日等については、あらかじめ知事の承認を得て決定する。 

  イ 卸売予定数量等の報告・掲示、施設の利用の許可・制限、利用の許可の取消しは、鳥取県営境港 

水産物地方卸売市場の設置及び管理に関する条例（以下「市場条例」という。）に基づいて行う。 

  ウ 措置命令、危険物の制限、放置物件の除去命令、境漁港甲種漁港施設の利用の調整、利用届の受 

理は、鳥取県漁港管理条例（以下「漁港条例」という。）に基づいて行う。   

（３）その他、管理上の条件等  

ア 境港市場内「境港おさかなパーク」は、市場利用者に限らず広く一般向けに利用促進するものと 

し、その運営について管理業務の範囲とする。 

 

３ 使用料の取扱い 

市場施設の使用料は、指定管理者に徴収委託し、県の収入とする。 

 

４  指定管理料 

県は、指定期間中の管理運営に必要な経費として、総額996,808千円（境港市場分962,158千円、境 

漁港分34,650千円）（消費税及び地方消費税の額90,619千円を含む）を上限として、指定管理料を支

払う。 

なお、急激な物価上昇に対応するため、募集時の指定管理料には燃料・光熱費を含めず、物価指数等 

を考慮して算定した指定管理料を毎年度追加で予算措置し、別枠の指定管理料として県が負担する。 

  各年度の指定管理料に余剰金が生じた場合は、その１／３の額を県に返納する。 

 

５ 指定期間 

    令和６年４月１日～令和11年３月31日 〔５年間〕 
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６ スケジュール 

（１）審査要項の送付       令和５年６月上旬 

（２）書類の提出期限       令和５年７月下旬 

（３）審査委員会（候補者の選定） 令和５年８月上旬 

（４）審査結果の通知・公表    令和５年８月上旬 

（５）指定管理者の指定      令和５年10月下旬（議会の議決を経て行う。） 

 

７ 審査方法等 

（１）審査方法 

   学識経験者等で構成する審査委員会を開催し、面接審査等により指定管理候補者として適当かどう

かを審査 

（２）審査委員会委員 

      学識経験者、税理士、水産振興に関する有識者（２名）、水産振興局長 〔計５名〕 

（３）審査基準 

選 定 基 準 審   査   項   目 配点 

施設の平等な利用を確保するのに

十分なものであること。 

（指定手続条例第５条第１号） 

○管理の基本的な考え方の適合性 

 （施設設置目的の理解、管理運営の方針等） 

配点なし 

※平等な利用

が確保できな

いと認められ

る場合は失格 

施設の効用を最大限に発揮させる

ものであること。 

（指定手続条例第５条第２号） 

 

○施設の設置目的に沿ったサービス・事業の内容 

 （サービス向上策、事業の企画、利用促進策等） 

○管理の基準 

  開館時間、休館日、 

  個人情報保護、情報の公開 

○施設設備の維持及び衛生管理の水準 

○事故・事件の防止措置、緊急時の対応 

50点 

管理に係る経費の効率化が図られ

るものであること。 

（指定手続条例第５条第２号） 

○収支計画及び見積内容 

 

 

15点 

管理を安定して行うために必要な

人員及び財政的基礎を有してお

り、又は確保できる見込みがある

こと。 

（指定手続条例第５条第３号） 

 

○組織及び職員の配置等 

○法人等の財政基盤、経営基盤 

○関係法令に係る監督行政機関からの指導等の状況 

○法人等の社会的責任の遂行状況 

  障がい者雇用 

男女共同参画推進企業の認定等 

  ISO14001・TEASⅠ種規格等の認証等 

  あいサポート企業等の認定等 

○当該施設の管理運営状況の実績評価 

35点 

※ 指定手続条例：鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例 

・県の重視するポイントに沿った具体的な提案を促進するため、具体の配点を示した審査表を募集開始 

時に公表する。 
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 【新規分】 県土整備部　
主　務　課 工　　　事　　　名 工事場所 契　約　の　相　手　方 契　約　金　額 工　　　　　期 契約年月日 入札方式

道路企画課 東伯郡 118,470,000円  令和5年3月22日 令和5年3月1日 制限付
中部総合事務所 北栄町 ～ 一般競争入札

県土整備局 江北 （予定価格） 令和6年1月22日 （６社）
128,256,700円  

道路建設課 273,460,000円  令和5年3月31日 令和5年3月31日 制限付
～ 一般競争入札

（予定価格） 令和6年3月15日 （２社）
298,460,000円  

道路建設課 98,890,000円  令和5年3月14日 令和5年3月14日 制限付
八頭県土整備 ～ 一般競争入札

事務所 （予定価格） 令和5年11月24日 （３社）
106,651,600円  

道路建設課 倉吉市 102,080,000円  令和5年3月1日 令和5年3月1日 制限付
中部総合事務所 小鴨 ～ 一般競争入札

県土整備局 （予定価格） 令和5年11月24日 （８社）
111,161,600円  

道路建設課 米子市 141,570,000円  令和5年3月23日 令和5年3月22日 制限付
西部総合事務所 両三柳 ～ 一般競争入札
米子県土整備局 （予定価格） 令和6年1月4日 （７社）

150,064,200円  

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

県道羽合東伯線（天神
橋）橋梁補強工事（８工
区）（補助）（国補正）

エスエー塗装工業株式会社
代表取締役　阪本　阿羅志

県道大山佐摩線（豊房～
今在家工区）前橋橋梁上
部工事（防災安全交付
金）（国補正）

西伯郡
大山町

前

県道大山佐摩線前橋橋梁上
部工事　日本ピーエス・美保
テクノス特定建設工事共同企
業体
代表者
株式会社日本ピーエス鳥取営
業所
所長　石井　和正

県道津山智頭八東線（大
呂２工区）改良工事（４工
区）（交付金改良）（国補
正）

八頭郡
智頭町
大呂

県道津山智頭八東線（大呂２
工区）改良工事（４工区）（交
付金改良）（国補正）
こおげ建設・吉田建設特定建
設工事共同企業体
代表者
こおげ建設株式会社
代表取締役　山根　敏樹

国道313号（倉吉関金道
路）改良工事（小鴨工区）
（39工区）（補助改良）（国
補正）

打吹建設株式会社
代表取締役　小谷　裕司

街路両三柳中央線改良
工事（10工区）（補助）（国
補正）

株式会社みたこ土建
代表取締役　美田　耕一郎

-
9
-



 【新規分】 県土整備部　
主　務　課 工　　　事　　　名 工事場所 契　約　の　相　手　方 契　約　金　額 工　　　　　期 契約年月日 入札方式

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

河川課 鳥取市 149,050,000円  令和5年3月16日 令和5年3月16日 制限付
鳥取県土整備 青谷町 ～ 一般競争入札

事務所 青谷 （予定価格） 令和5年11月27日 （17社）
162,610,800円  

河川課 鳥取市 122,100,000円  令和5年3月22日 令和5年3月22日 制限付
鳥取県土整備 福部町 ～ 一般競争入札

事務所 細川 （予定価格） 令和5年11月22日 （17社）
132,733,700円  

河川課 鳥取市 190,630,000円  令和5年3月31日 令和5年3月31日 制限付
鳥取県土整備 佐治町 ～ 一般競争入札

事務所 尾際 （予定価格） 令和7年3月14日 （１社）
191,469,300円  

河川課 西伯郡 167,530,000円  令和5年3月20日 令和5年3月17日 制限付
西部総合事務所 南部町 ～ 一般競争入札
米子県土整備局 下中谷外 （予定価格） 令和7年3月14日 （６社）

180,167,900円  

空港港湾課 鳥取市 144,650,000円  令和5年3月15日 令和5年3月15日 制限付
鳥取港湾 港町 ～ 一般競争入札
事務所 （予定価格） 令和5年11月16日 （２社）

149,897,000円  

鳥取港８号岸壁改良工事
（１工区）（交付金）

東洋建設株式会社山陰営業
所
所長  吉田　涼

佐治川ダム堰堤改良工
事（利水放流設備改良）
（国補正）

株式会社大和エンジニヤリン
グ
代表取締役　後藤　浩美

賀祥ダムテレメータ放流
警報設備更新工事（国補
正）

協和テクノロジィズ株式会社
岡山事業所長　中野　英一

日置川河川改修工事（９
工区）（国補正）

株式会社藤原組
取締役社長　藤原　正

塩見川広域河川改修工
事（６工区）（国補正）

株式会社興洋工務店
代表取締役　野藤　悦男

-
1
0
-



 【変更分】 県土整備部　
主　務　課 工　　　事　　　名 工事場所 契　約　の　相　手　方 契　約　金　額 工　　　　　期 契約年月日 変更理由

道路企画課 鳥取市 （当初契約額） 令和4年3月25日 (当初契約年月日）
鳥取県土整備 金沢 101,090,000円  ～ 令和4年3月25日 －

事務所 令和4年12月12日

（第１回変更後契約額） （変更後工期） （第１回変更契約年月日）

118,455,700円  令和5年3月15日 令和4年12月6日
（変更額）

17,365,700円  

（第２回変更後契約額） （変更後工期） （第２回変更契約年月日）

116,680,300円  令和5年3月22日 令和5年3月14日
（変更額）

△1,775,400円  

道路企画課 岩美郡 （当初契約額） 令和4年2月28日 (当初契約年月日）
鳥取県土整備 岩美町 85,360,000円  ～ 令和4年2月28日 -

事務所 浦富 令和4年11月7日

（第１回変更後契約額） （変更後工期） （第１回変更契約年月日）

106,310,600円  令和5年3月15日 令和4年11月7日
（変更額）

20,950,600円  

（第２回変更後契約額） （変更後工期） （第２回変更契約年月日）

178,410,100円  令和5年3月20日 令和5年3月15日
（変更額）

72,099,500円  

県道網代港岩美停車場
線（浦富２工区）改良工事
（５工区）（交付金交安）

有限会社中信建設
代表取締役　中村　砂雄

・門型カルバードの施工
で鋼矢板による土留工を
追加したことによる工事
費の増
・上記の計画変更期間を
要したことによる工期の
延伸

・下流のボックスカル
バート施工箇所について
地盤ががさらに軟弱であ
ることが判明し、鋼矢板
の安定のために薬液注
入工を追加したことによ
る工事費の増
・上記に伴い施工日数が
増加したことによる工期
延伸

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

県道金沢伏野線（金沢工
区）改良工事（１工区）（交
付金改良）（国補正）

有限会社德吉建設
代表取締役　八田　富士夫

・土工用仮設防護柵に係
る土工、基礎工及び復旧
工等を追加したことによ
る工事費の増
・上記の作業量が増加し
たことによる工期の延伸

・排水系統を見直し、水
路断面を変更したことに
よる工事費の減
・掘削斜面の一部が硬質
で掘削効率が低下したこ
とによる工期の延伸

-
1
1
-



 【変更分】 県土整備部　
主　務　課 工　　　事　　　名 工事場所 契　約　の　相　手　方 契　約　金　額 工　　　　　期 契約年月日 変更理由

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

道路企画課 鳥取市 （当初契約額） 令和4年8月30日 (当初契約年月日）
鳥取県土整備 河原町 106,700,000円  ～ 令和4年8月30日 -

事務所 今在家 令和5年3月15日

（変更後工期） （第１回変更契約年月日）

令和5年5月31日 令和5年3月3日

道路企画課 鳥取市 （当初契約額） 令和4年7月7日 (当初契約年月日）
鳥取県土整備 浜坂 181,280,000円  ～ 令和4年7月7日 -

事務所 令和5年3月15日

（第１回変更後契約額） （変更後工期） （第１回変更契約年月日）

193,503,200円  令和5年6月9日 令和5年3月3日
（変更額）

12,223,200円  

道路企画課 西伯郡 （当初契約額） 令和4年10月13日 (当初契約年月日）
西部総合事務所 大山町 98,560,000円  ～ 令和4年10月12日 －
米子県土整備局 神原外 令和5年3月24日

（第1回変更後契約額） (変更後工期） （第1回変更契約年月日）

107,386,400円  令和5年5月10日 令和5年3月20日
（変更額）

8,826,400円  

県道郡家鹿野気高線（河
原歩道橋）橋梁塗装工事
（２工区）（補助橋補修）

株式会社技工社
代表取締役  薮田　伸一

工事中の交通規制にか
かる地元調整に時間を
要し、足場設置開始が遅
れたことによる工期の延
伸

県道鳥取砂丘線（浜坂江
津橋）耐震補強工事（補
助橋補修）

県道鳥取砂丘線（浜坂江津
橋）耐震補強工事（補助橋補
修）ピーエス三菱・國本建設特
定建設工事共同企業体
代表者
株式会社ピーエス三菱鳥取営
業所
所長  小倉　徳男

・現地測量の結果、P１橋
脚基礎部の堆積土の掘
削土量等が当初設計と
比べて増となったことに
よる工事費の増
・上記に伴い、施工日数
が増加したことによる工
期の延伸

県道淀江琴浦線（大名
橋）外橋梁補修工事（補
助）

株式会社みたこ土建
代表取締役　美田　耕一郎

・補修する下部工の床掘
の結果、湧水が発生した
ため水替え工を追加した
ことによる工事費の増
・近接工事との調整の結
果、工程を見直したこと
による工期の延伸

-
1
2
-



 【変更分】 県土整備部　
主　務　課 工　　　事　　　名 工事場所 契　約　の　相　手　方 契　約　金　額 工　　　　　期 契約年月日 変更理由

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

道路企画課 西伯郡 （当初契約額） 令和4年9月8日 (当初契約年月日）
西部総合事務所 大山町 104,500,000円  ～ 令和4年9月7日 －
米子県土整備局 神原 令和5年3月15日

（第1回変更後契約額） (変更後工期） （第1回変更契約年月日）

103,167,900円  令和5年3月22日 令和5年3月14日
（変更額）

△1,332,100円  

道路企画課 米子市 （当初契約額） 令和4年9月20日 (当初契約年月日）
西部総合事務所 尾高 148,940,000円  ～ 令和4年9月16日 －
米子県土整備局 令和5年3月25日

(変更後工期） （第1回変更契約年月日）

令和5年6月30日 令和5年3月14日

道路建設課 鳥取市 （当初契約額） 令和4年4月28日 (当初契約年月日）
鳥取県土整備 大覚寺 184,800,000円  ～ 令和4年4月28日 －

事務所 ～ 令和5年3月24日
的場

（第１回変更後契約額） （第１回変更契約年月日）

238,815,500円  令和5年2月8日
（変更額）

54,015,500円  

（第２回変更後契約額） （変更後工期） （第２回変更契約年月日）

259,151,200円  令和5年4月28日 令和5年3月14日
（変更額）

20,335,700円  

県道淀江琴浦線（大名
橋）橋梁塗装工事（補助）

有限会社小倉興産
代表取締役　小倉　将利

・塗膜剥離剤塗布量の試
験施工の結果、面積当
たりの塗布量を減量した
ことによる工事費の減
・現地確認の結果、施工
面積が増加したことによ
る工期の延伸

県道米子大山線（尾高
橋）橋梁下部工事（A2橋
台）（補助）

平井工業株式会社
代表取締役　平井　圭一

近隣の住人から騒音、振
動への懸念があり、作業
時間を制約したことによ
る工期の延伸

街路大工町土居叶線（大
宮橋）歩道設置工事（１工
区）（交付金）

株式会社さくら建設
代表取締役  松本　勇一

警察、地元等と協議した
結果、交通誘導員や安
全施設の追加配置が必
要となったことによる工
事費の増

・週休２日モデル工事実
施による追加経費の計
上による工事費の増
・橋梁上部工に損傷が見
つかり、補修工事を追加
したことによる工期の延
伸

-
1
3
-



 【変更分】 県土整備部　
主　務　課 工　　　事　　　名 工事場所 契　約　の　相　手　方 契　約　金　額 工　　　　　期 契約年月日 変更理由

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

道路建設課 （当初契約額） 令和4年4月1日 (当初契約年月日）
中部総合事務所 178,090,000円  ～ 令和4年3月11日 －

県土整備局 令和5年2月6日

（変更後工期） （第１回変更契約年月日）

令和5年3月20日 令和5年2月1日

（第２回変更後契約額） （変更後工期） （第２回変更契約年月日）

218,170,700円  令和5年5月31日 令和5年3月13日
（変更額）

40,080,700円  

道路建設課 倉吉市 （当初契約額） 令和3年11月15日 (当初契約年月日）
中部総合事務所 小鴨 167,310,000円  ～ 令和3年11月9日 －

県土整備局 令和4年9月14日

（第１回変更後契約額） （変更後工期） （第１回変更契約年月日）

183,421,700円  令和4年11月14日 令和4年6月24日
（変更額）

16,111,700円  

（変更後工期） （第２回変更契約年月日）

令和4年12月26日 令和4年10月31日

（第３回変更後契約額） （変更後工期） （第３回変更契約年月日）

184,097,100円  令和5年2月28日 令和4年12月19日
（変更額）

675,400円  
（変更後工期） （第４回変更契約年月日）

令和5年4月28日 令和5年2月21日

（第５回変更後契約額） （第５回変更契約年月日）

184,682,300円  令和5年4月19日
（変更額）

585,200円  

国道313号（倉吉道路及
び倉吉関金道路）橋梁下
部工事（県道橋A2）（補助
改良）

株式会社共栄組
代表取締役  山崎　稔

先行工事と調整した結
果、切土の掘削範囲を追
加したことによる工事費
の増及び工期の延伸

埋戻し土砂を他工事発
生土としていたが、相手
方の搬出時期が遅れた
ことによる工期の延伸

関係工事との調整の結
果、発生土運搬先を変更
したことによる工事費の
増及び工期の延伸

国道313号（北条倉吉道
路（延伸））地盤改良工事
（補助改良）（国補正）

東伯郡
北栄町
弓原

株式会社井中組
代表取締役　井中　紳二

隣接工事との施工時期
の調整を行ったことによ
る工期の延伸

施工基盤の土質が想定
より悪く、追加で基盤の
土質改良を行う必要が
生じたことによる工事費
の増及び工期の延伸

隣接工事との施工時期
の調整を行ったことによ
る工期の延伸

橋台背面の湧水対策を
追加したことによる工事
費の増

-
1
4
-



 【変更分】 県土整備部　
主　務　課 工　　　事　　　名 工事場所 契　約　の　相　手　方 契　約　金　額 工　　　　　期 契約年月日 変更理由

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

道路建設課 東伯郡 （当初契約額） 令和4年7月11日 (当初契約年月日）
中部総合事務所 琴浦町 147,180,000円  ～ 令和4年7月11日 －

県土整備局 高岡 令和5年3月24日

（第１回変更後契約額） （第１回変更契約年月日）

154,036,300円  令和5年1月16日
（変更額）

6,856,300円  

（変更後工期） （第２回変更契約年月日）

令和5年4月7日 令和5年3月20日

道路建設課 倉吉市 （当初契約額） 令和4年4月1日 (当初契約年月日）
中部総合事務所 和田 122,760,000円  ～ 令和4年3月17日 －

県土整備局 ～ 令和5年1月18日
大谷茶屋

（変更後工期） （第１回変更契約年月日）

令和5年3月24日 令和5年1月11日

（第２回変更後契約額） （変更後工期） （第２回変更契約年月日）

127,139,100円  令和5年3月28日 令和5年3月22日
（変更額）

4,379,100円  

施工時期が近隣の畑等
の繁忙期と重なったた
め、耕作者との調整が必
要となったことによる工
期の延伸

県道倉吉由良線（和田～
大谷茶屋工区）橋梁下部
工事（７工区）（交付金改
良）（国補正）

株式会社共栄組
代表取締役　山崎　稔

地質調査の結果、支持
層が当初想定より深く、
杭長の変更及び橋台の
設計照査等に不測の日
数要したことによる工期
の延伸

・週休２日モデル工事実
施による追加経費の計
上による工事費の増
・護岸復旧において、湧
水量が多く、仮締切の施
工に不測の日数を要した
ことによる工期の延伸

町道立子大熊線（大山橋
工区）橋梁上部工事（交
付金代行）（国補正）

株式会社富士ピー・エス鳥取
営業所
所長  大村　康三郎

週休２日モデル工事実
施による追加経費の計
上による工事費の増

-
1
5
-



 【変更分】 県土整備部　
主　務　課 工　　　事　　　名 工事場所 契　約　の　相　手　方 契　約　金　額 工　　　　　期 契約年月日 変更理由

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

道路建設課 倉吉市 （当初契約額） 令和4年5月20日 (当初契約年月日）
中部総合事務所 小鴨 97,900,000円  ～ 令和4年5月20日 －

県土整備局 令和5年2月9日

（第１回変更後契約額） （変更後工期） （第１回変更契約年月日）

91,484,800円  令和5年3月15日 令和5年1月30日
（変更額）

△6,415,200円  

（第２回変更後契約額） （第２回変更契約年月日）

101,041,600円  令和5年3月14日
（変更額）

9,556,800円  

道路建設課 倉吉市 （当初契約額） 令和4年4月15日 (当初契約年月日）
中部総合事務所 福山 87,230,000円  ～ 令和4年3月25日 －

県土整備局 令和5年1月6日

（第１回変更後契約額） （変更後工期） （第１回変更契約年月日）

107,054,200円  令和5年2月28日 令和4年11月22日
（変更額）

19,824,200円  

（変更後工期） （第２回変更契約年月日）

令和5年3月17日 令和5年2月17日

（第３回変更後契約額） （第３回変更契約年月日）

101,788,500円  令和5年3月6日
（変更額）

△5,265,700円  

隣接工事との施工時期
の調整を行ったことによ
る工期の延伸

隣接工事との施工時期
の調整を行ったことによ
り、路盤工事の施工を別
工事対応とすることによ
る工事費の減

国道313号（倉吉関金道
路）函渠工事（小鴨工区）
（補助改良）（国補正）

有限会社前嶋組
代表取締役　前嶋　辰雄

・盛土材の流用元との調
整により、一部の施工を
取りやめたことによる工
事費の減
・隣接工事との施工時期
の調整を行ったことによ
る工期の延伸

週休２日、ＩＣＴ施工及び
熱中症対策に係る必要
経費の計上による工事
費の増

国道313号（倉吉関金道
路）改良工事（福山工区）
（30工区）（補助改良）（国
補正）

株式会社北和
代表取締役　伊藤　孝一

路体盛土工の追加施
工、再生砕石の不足によ
る新材の使用等による工
事費の増及び工期の延
伸

-
1
6
-



 【変更分】 県土整備部　
主　務　課 工　　　事　　　名 工事場所 契　約　の　相　手　方 契　約　金　額 工　　　　　期 契約年月日 変更理由

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

道路建設課 西伯郡 （当初契約額） 令和4年10月4日 (当初契約年月日）
西部総合事務所 伯耆町 128,150,000円  ～ 令和4年10月3日 －
米子県土整備局 大坂 令和5年3月24日

（第１回変更後契約額） (変更後工期） （第１回変更契約年月日）

133,302,400円  令和5年7月19日 令和5年3月22日
（変更額）

5,152,400円  

道路建設課 日野郡 （当初契約額） 令和4年4月1日 (当初契約年月日）
西部総合事務所 江府町 101,860,000円  ～ 令和4年3月2日 －
米子県土整備局 佐川 令和4年12月23日

（第１回変更後契約額） (変更後工期） （第１回変更契約年月日）

143,578,600円  令和5年3月24日 令和4年12月21日
（変更額）

41,718,600円  

（第２回変更後契約額） （第２回変更契約年月日）

158,947,800円  令和5年3月15日
（変更額）

15,369,200円  

県道大滝白水線（大坂工
区）改良工事（３工区）（防
災安全交付金）

美保テクノス株式会社
代表取締役社長　野津　健市

・伐木処分を追加したこ
とによる工事費の増
・現場発生土土質が悪
く、その対応検討のため
の工期の延伸

国道181号（佐川～根雨
原工区）改良工事（１工
区）（防災安全交付金）

株式会社みたこ土建
代表取締役　美田　耕一郎

・山切り掘削において想
定以上に岩盤が硬く、静
的破砕剤による掘削に
変更することによる工事
費の増
・上記により施工に時間
を要したことによる工期
の延伸

山切り掘削を進めた結
果、想定よりも岩盤範囲
が広かったため、静的破
砕剤による掘削範囲が
拡大したことによる工事
費の増

-
1
7
-



 【変更分】 県土整備部　
主　務　課 工　　　事　　　名 工事場所 契　約　の　相　手　方 契　約　金　額 工　　　　　期 契約年月日 変更理由

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

道路建設課 日野郡 有限会社住田組 （当初契約額） 令和4年8月1日 (当初契約年月日）
西部総合事務所 江府町 代表取締役　住田　孝昭 168,300,000円  ～ 令和4年3月29日 －
日野県土整備局 俣野 令和5年1月31日

(変更後工期） （第１回変更契約年月日）

令和4年6月1日 令和4年5月31日
～

令和5年1月31日

(変更後工期） （第２回変更契約年月日）

令和5年3月20日 令和5年1月17日

（第３回変更後契約額） （第３回変更契約年月日）

159,106,200円  令和5年3月14日
（変更額）

△9,193,800円  

河川課 鳥取市 368,060,000円  令和4年2月14日 (当初契約年月日）
西大路 ～ 令和4年2月14日 －

令和5年3月15日
（第１回変更後契約額） （第１回変更後工期）（第１回変更契約年月日）

369,631,900円  令和5年3月24日 令和5年3月10日
（変更額）

1,571,900円  

国道181号江府道路俣野
地区道路改良工事（7工
区）（補助改良）（国補正）

本工事は、余裕期間設
定工事であり、受注者の
意向で工事開始日を前
倒しすることによる工期
の変更

関連工事であるトンネル
工事の掘削作業が遅延
し、本工事の残土搬出時
期を調整したことによる
工期の延伸

関連工事であるトンネル
工事との調整により、運
搬及び盛土量が減となっ
たことによる工事費の減

大路川広域河川改修工
事（西大路排水機場）（２
工区）

山陰クボタ水道用材株式会社
代表取締役社　 杉谷　雅祥

他工事にて実施予定で
あった水替工について、
工程調整の結果、本工
事にて実施したことによ
る工事費の増及び工期
の延伸

-
1
8
-



 【変更分】 県土整備部　
主　務　課 工　　　事　　　名 工事場所 契　約　の　相　手　方 契　約　金　額 工　　　　　期 契約年月日 変更理由

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

河川課 米子市 （当初契約額） 令和3年8月18日 (当初契約年月日）
皆生新田 495,000,000円  ～ 令和3年8月17日 -

令和4年11月30日

（第１回変更後契約額） (変更後工期） （第1回変更契約年月日）

499,522,100円  令和5年3月24日 令和4年11月21日
（変更額）

4,522,100円  

（第２回変更後契約額） （第２回変更契約年月日）

498,890,700円  令和5年3月16日
（変更額）

△631,400円  

河川課 鳥取市 222,200,000円  令和4年11月26日 (当初契約年月日）
西大路 ～ 令和4年11月26日 －

令和5年3月24日

（第１回変更後契約額） （第１回変更契約年月日）

228,332,500円  令和5年3月6日
（変更額）

6,132,500円  

水貫川河川改修工事（２
工区）（補助）

水貫川河川改修工事（２工
区）（補助）大協組・舩越建設
特定建設工事共同企業体
代表者
株式会社大協組
代表取締役　小山　典久 ・床掘完了後、当初想定

を上回る湧水量が確認さ
れたため、排水処理方法
を変更したことよる工事
費の増
・上記の湧水量に対応す
る排水計画の検討及び
その施工に不測の日数
を要することによる工期
の延伸

試掘工の仮締切を取り
やめたことによる工事費
の減

西大路排水機場修繕工
事（３工区）（交付金）

株式会社日立インダストリア
ルプロダクツ
取締役社長　小林　圭三

補修予定の主ポンプに
ついて、吐出側主配管の
腐食等により追加の補
修が必要になったことに
よる工事費の増

-
1
9
-



 【変更分】 県土整備部　
主　務　課 工　　　事　　　名 工事場所 契　約　の　相　手　方 契　約　金　額 工　　　　　期 契約年月日 変更理由

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

河川課 鳥取市 （当初契約額） 令和3年5月18日 (当初契約年月日）
鳥取県土整備 佐治町 127,380,000円  ～ 令和3年5月18日 －

事務所 尾際 令和4年3月15日

(変更後工期） （第１回変更契約年月日）

令和4年6月30日 令和4年3月15日

（第２回変更後契約額） (変更後工期） （第２回変更契約年月日）

143,155,100円  令和5年3月15日 令和4年6月27日
（変更額）

15,775,100円  

（第３回変更後契約額） （第３回変更契約年月日）

144,196,800円  令和5年3月9日
（変更額）

1,041,700円  

河川課 鳥取市 172,700,000円  令和4年6月24日 (当初契約年月日）
鳥取県土整備 福部町 ～ 令和4年6月24日 －

事務所 細川 令和5年3月13日

（第１回変更後契約額） （変更後工期） （第１回変更契約年月日）

221,383,800円  令和5年3月24日 令和5年3月10日
（変更額）

48,683,800円  

塩見川広域河川改修工
事（３工区）（国補正）

やまこう建設株式会社
代表取締役社長  岡田　幸一
郎

仮締切の大型土のう設
置を鋼矢板打込みに変
更したことに伴う工事費
の増及び工期の延伸

佐治川ダム堰堤改良工
事（クレストゲート改良）

株式会社大和エンジニヤリン
グ
代表取締役
後藤　浩美

開閉装置更新に伴う可
搬式エンジンの設置位置
が既設建屋に収まらない
ことが判明したため、可
搬式エンジン規格の再検
討を追加実施したこと等
による工期延伸

・クレストゲートの軸継手
の規格再検討に伴い、
規格変更が必要となった
こと等による工事費の増
・上記作業に不測の日数
を要すること等による工
期の延伸

右岸側器具類（ドラム・ギ
ヤ等）に機械カバーを設
置すること等による工事
費の増

-
2
0
-



 【変更分】 県土整備部　
主　務　課 工　　　事　　　名 工事場所 契　約　の　相　手　方 契　約　金　額 工　　　　　期 契約年月日 変更理由

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

河川課 鳥取市 114,730,000円  令和4年9月6日 (当初契約年月日）
鳥取県土整備 福部町 ～ 令和4年9月6日 －

事務所 細川 令和5年3月15日

（第１回変更後契約額） （変更後工期） （第１回変更契約年月日）

141,028,800円  令和5年4月28日 令和5年3月10日
（変更額）

26,298,800円  

（第２回変更後契約額） （第２回変更契約年月日）

150,379,900円  令和5年4月28日
（変更額）

9,351,100円  

河川課 鳥取市 88,110,000円  令和4年4月11日 (当初契約年月日）
鳥取県土整備 青谷町 ～ 令和4年4月11日 －

事務所 青谷 令和5年12月2日

（第１回変更後工期）（第１回変更契約年月日）

令和5年3月17日 令和4年11月28日

（第２回変更後契約額） （第２回変更契約年月日）

108,785,600円  令和5年3月10日
（変更額）

20,675,600円  

塩見川広域河川改修工
事（５工区）

八幡コーポレーション株式会
社
代表取締役　中山　忠雄

工事請負契約第25条第
５号（スライド条項）に基
づき、鋼材類において変
更請求があったことによ
る工事費の増

・地盤改良に係るセメント
添加量の増による工事
費の増等
・地権者調整及び追加作
業に不測に日数を要した
ことによる工期延伸

週休２日モデルを実施し
たこと等による工事費の
増

日置川河川改修工事（６
工区）（国補正）

株式会社大晃工業
代表取締役 高田　重利

当初予定にない埋設物
があったことから、矢板
法線変更等を行うにあた
り、水道局との調整に日
数を要したこと等による
工期の延伸

-
2
1
-



 【変更分】 県土整備部　
主　務　課 工　　　事　　　名 工事場所 契　約　の　相　手　方 契　約　金　額 工　　　　　期 契約年月日 変更理由

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

河川課 鳥取市 32,230,000円  令和4年9月28日 (当初契約年月日）
鳥取県土整備 ～ 令和4年9月28日 －

事務所 令和5年3月15日

（第１回変更後契約額） （第１回変更契約年月日）

104,407,600円  令和5年3月14日
（変更額）

72,177,600円  

河川課 米子市 （当初契約額） 令和4年2月28日 (当初契約年月日）
西部総合事務所 下安曇 96,800,000円  ～ 令和3年12月24日 －
米子県土整備局 ～上安曇 令和4年11月22日

（第１回変更後契約額） (変更後工期） （第１回変更契約年月日）

107,985,900円  令和5年3月15日 令和4年11月16日
（変更額）

11,185,900円  

（第2回変更後契約額） （第２回変更契約年月日）

108,781,200円  令和5年3月8日
（変更額）

795,300円  

治山砂防課 西伯郡 （当初契約額） 令和4年6月23日 (当初契約年月日）
西部総合事務所 伯耆町 136,730,000円  ～ 令和4年6月22日 －
米子県土整備局 丸山 令和5年3月27日

（第１回変更後契約額） （第１回変更契約年月日）

143,864,600円  令和5年3月3日
（変更額）

7,134,600円  

湖山池整備工事（吹上地
復旧工）（２工区）

春千興業有限会社
代表取締役　岡村　文美子

現場仮置き土（湖山池の
浚渫土）を復旧農地の表
土及び基盤材に使用す
るため、石灰改良を実施
したことによる工事費の
増

小松谷川河川改修工事
（９工区）（防災安全交付
金）

株式会社所子建設
代表取締役　中川　郁夫

現場発生土が軟弱であ
り、仮置場へ積込運搬し
曝気処理後に処分したこ
と等による工事費の増及
び工期延伸

残土処分単価が上昇し
たことによる工事費の増

佐陀川砂防堰堤（K2）工
事（７工区）（補助）（国補
正）

イワタ建設株式会社
代表取締役　岩田　義美

砂防土工にICT活用した
ことによる工事費の増

-
2
2
-



 【変更分】 県土整備部　
主　務　課 工　　　事　　　名 工事場所 契　約　の　相　手　方 契　約　金　額 工　　　　　期 契約年月日 変更理由

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

空港港湾課 米子市 （当初契約額） 令和4年8月10日 (当初契約年月日）
西部総合事務所 灘町 143,000,000円  ～ 令和4年8月9日 －
米子県土整備局 令和5年3月15日

（第１回変更後契約額） (変更後工期） （第１回変更契約年月日）

144,799,600円  令和5年3月22日 令和5年3月14日
（変更額）

1,799,600円  

空港港湾課 米子市 （当初契約額） 令和4年9月5日 (当初契約年月日）
西部総合事務所 灘町 138,600,000円  ～ 令和4年9月2日 －
米子県土整備局 令和5年3月15日

（第１回変更後契約額） （第１回変更契約年月日）

144,063,700円  令和5年3月3日
（変更額）

5,463,700円  

濁水防止対策のため汚
濁防止フェンスの設置を
追加したことによる工事
費の増

米子港物揚場（-3.5ｍ）改
良工事（４工区）（補助）

株式会社大門建設工業
代表取締役　内田　洋二

・残土の脱水処理に必要
な作業ヤードの整地を追
加したことによる工事費
の増
・残土処分先との受入調
整が難航したことによる
工期の延伸

米子港物揚場（-4.5ｍ岸
壁）上部工補修工事（２工
区）（防災安全交付金）

美保テクノス株式会社
代表取締役社長　野津　健市-
2
3
-


